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プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金 
 
外貨普通預金のお申込みに際しては、本書面をよくお読みになり、商品の仕組み、リスク、手数料等をご

理解の上でお取引ください。 
本商品は円貨ベースで元本割れが発生するリスクがある商品です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外貨普通預金に関するリスク・損失 

お預入れ外貨建てでは元本割れはありませんが、外貨の日本円への交換比率（外国為替相場）が変

動するため、預入外貨額を円に換算した金額が増減します（為替変動リスク）。したがって預入通貨が

円に対し安くなった場合（円高外貨安）には対円で元本が目減りし、利息分を含めても、当初預入時の

円貨額を下回る可能性があります。 
 

手数料の概要 

円貨と外貨の交換の際に発生する外国為替手数料と、外貨現金を取扱う際の手数料があります。 
 

その他留意事項 

外国通貨においては、経済環境・政情・規制の変化等当該国の事情等によって相場変動や流動性の

低下、外国為替市場の機能停止の可能性等、カントリーリスクが内在するため、預金者は当該預金の

払戻しを受けることができない可能性がある等、お取扱いに制約が生じることがあります。 

特に、南アフリカランド・オフショア中国人民元・トルコリラ・メキシコペソ等の新興国通貨の場合は、当

該通貨以外の通貨との交換、および預金のお預入れ・払戻し等については、一般的に先進国通貨に

比べて、より大きなカントリーリスクが内在し、規制の変更等により、お取扱いに制約が生じることがあ

ります。 

また、通貨発行国の政策や市場環境等の諸事情により為替相場が大きく変動するリスクがあります。

そのため、新興国通貨でのお取引は、先進国通貨でのお取引よりも相対的に大きなリスクがある点を

十分にご理解のうえ、お取引ください。 
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商品の概要 

外国通貨建てで元本をお預入れいただく普通預金です。預入外貨に応じ普通預金利率(変動金利)が適用され、

これに基づき預入外貨で利息が支払われます。 
外貨でのお預入れと払戻しが原則ですが、円貨を外貨に交換の上お預入れいただくことや、外貨を円貨に交換し

て払戻しすることもできます。 

手数料 

・ 円貨を外貨に替えるレート（TTSレート）と外貨を円貨に替えるレート（TTBレート）にはそれぞれ当行所定の外

国為替手数料（下記〈為替手数料表〉参照）が含まれます。この結果、外国為替相場が円高に変動した場合の

みならず、円安に変動した場合でも為替手数料分を超えて円安に変動しない場合は、利息を含めたお受取り

時の円貨額がお預入れ時の円貨額を下回り、元本割れが生ずることがあります。 
・ 外貨現金でのお預入れまたはお引出しの場合は現金取扱手数料（1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円）が

かかります。詳細は手数料一覧をご覧ください。 
 

〈為替手数料表〉※1 
取扱通貨 為替手数料（1 外貨あたり・円） 

米ドル、豪ドル、ニュージーランドドル、英ポンド、 
カナダドル、スイスフラン、ユーロ、 
シンガポールドル、トルコリラ 

片道1円 / 往復2円 

香港ドル、南アフリカランド、 
オフショア中国人民元※2 

片道0.40円 / 往復0.80円 

ノルウェークローネ、スウェーデンクローネ、 
デンマーククローネ、メキシコペソ 

片道0.30円 / 往復0.60円 

タイバーツ 片道0.08円 / 往復0.16円 

※1 上記手数料は予告なく変更される可能性があります。 
※2 中国人民元には中国本土でのみ取引可能なオンショア中国人民元と、中国本土外で取引されるオフショア

中国人民元があります。当行はオフショア中国人民元のみのお取扱いとなり、国際決済システムの表記に

従い、通貨コードは‘CNY’といたします。 

預金保険 外貨預金は預金保険の対象外です。 

対象 個人および法人（既存）のお客様 

取扱通貨 
上記手数料欄の〈為替手数料表〉「取扱通貨」参照。（ただし、当該国の規制や市場によってはお取扱いできない

場合があります。） 

カントリーリスク 

外国通貨においては、経済環境・政情・規制の変化等当該国の事情等によって相場変動や流動性の低下、外国

為替市場の機能停止の可能性等、カントリーリスクが内在しますので、ご理解の上お取引ください。南アフリカラ

ンド、オフショア中国人民元、トルコリラ、メキシコペソ等に関しては、お取引条件（預入れ・払戻しの時期等）に制

限を設ける場合があります。新興国の通貨については1ページの太枠内のその他留意事項をご参照ください。 

申込方法 

お取引開始の条件として、あらかじめ「プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金」の契約が必要となります。

ご利用開始申込み手続きにて、本商品の適合性をお客様に質問形式にて確認させていただき、その結果によっ

ては契約に至らず、送金による入金も含め、外貨での預入れをお受けできない場合があります。ご利用開始申込

みはインターネットバンキング、各支店・出張所窓口、郵送等で承ります。なお、ご利用申込から契約完了までに

は数営業日要します。 

預入期間 期間の定めはありません。 

預入 
預入方法 随時預入れいただけます。 

預入金額 補助通貨単位以上 

預入単位 補助通貨単位 

払戻方法 随時払戻しいただけます。 

利息 

適用利率 
金利は経済情勢等の変化に応じ、適宜変更され、変更日から新しい金利が適用されます（変動金利）。 
最新の金利情報については各支店・出張所窓口、またはプレスティアホン バンキングまでお問合せください。当行ホー

ムページにも掲載しております。 

利払方法 
毎月利息決算を行います。 
当月分の利息＊を翌月第一営業日に入金します。利息の払戻しは利払日当日から可能です。 
＊利息計算期間は前回の利払日から今回の利払日の前日までとなります。 

計算方法 
毎日の最終残高について付利単位を補助通貨単位とし、１年を365日とする単利式の日割計算（補助通貨単位

未満は切捨て）。 
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税金 

利息 

利子所得は、原則として、個人のお客様は源泉分離課税（20.315%（国税15.315%、地方税5％）※）となります。

法人のお客様は総合課税となり、源泉徴収された税額（15.315%（国税15.315%、地方税0%）※）は、法人税等

の申告により控除を受けることができます。 
※将来、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 
マル優の適用はありません。 

為替差益 

個人のお客様は総合課税（雑所得として確定申告が必要）です。 
*年収2,000万円以下の給与所得者の方で、給与所得および退職所得以外の、為替差益を含めた所得が年間20
万円以下の場合、原則として申告は不要です。 
法人のお客様は総合課税です。 

為替差損 個人のお客様は黒字の雑所得から控除することができます。法人のお客様は総合課税です。 

付加できる特約事項 該当なし 

取扱店および連絡先 

当行の支店・出張所（プレスティアにおける支店・出張所）で、当該業務の取扱店。ただし、店舗により現金・小切

手類のお取扱いをしていない場合があります。 
また、インターネットバンキング、プレスティアホン バンキングでもお取扱いしておりますが、お取引の内容によりお

取扱いできない場合があります。詳細については各支店・出張所窓口、またはプレスティアホン バンキング（国内か

ら0120-110-330 海外から（有料）81-46-401-2100）までお問合せください。 

当行が契約している 
指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 
連絡先  全国銀行協会相談室 
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

認定投資者保護団体 なし 

その他参考となる事項 

1. 相場の急変時等、当行が必要と認める場合には、事前告知なしに外貨取引を停止させていただくことがあり

ます。 
2． 円貨・外貨間の交換の際に、お取引金額が当行の定める一定金額以上の場合、その時点の市場の実勢レ

ートに基づいた為替レートに為替手数料を含めたレート（以下、「実勢レート」という）が適用されます。インター

ネットバンキングでの取引が可能な場合は、原則実勢レートでの取引となります。オフショア中国人民元、スウ

ェーデンクローネ、デンマーククローネ、メキシコペソを含むお取引については、お取引金額にかかわらず為

替手数料を含めた公示レートが適用されます。上記通貨はお取引金額にかかわらず平日夜間、日本の祝日

はお取引いただけない時間帯があります。 
3．オフショア中国人民元、トルコリラ、メキシコペソ等建て送金については一部お取扱いができない場合がありま

す。くわしくは店頭等にてご相談ください。 
4．米ドルおよびユーロ以外の当行支店での外貨現金での払戻しはお取扱いしておりません。 
5．SMBC信託銀行プレスティアでは、月額2,200円（税込）を口座維持手数料として毎月第2営業日にお支払い

いただいております。ただし、お客様の前月の月間平均総取引残高等が一定の条件を満たす場合、当月分

の口座維持手数料は無料です。 
 

株式会社SMBC信託銀行 
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-2 


